
要望者

・変更区域内の住民

■住所表記の方針、時期

■対象区域
・市街化区域
・市街化区域に隣接している区域
・住宅供給を目的に開発された一
団の区域
・工場や事業所等の立地のために
開発された一団の区域

・自治会名等の既存名称への統一

支援事業
・説明会等

福知山市

■住所表記の変更後も変更のない区域
・行政区、自治会の区域、通学区域、ごみの収集

意向調査結果の
説明会

■関係人
・変更区域内の住民及び事業者

法務局、郵便局等への
意見聴取

■手続きの流れ及び変更要件等

要望者の合意
・変更区域、実施手法等

■実施手法による主な負担等

住所表記の
変更要件

■変更する範囲
・周辺行政区等と比較し同規模以上
・街区単位

変更区域

・理由
・新町名
・変更区域
・実施手法
・地域内合意に関する資料 等

要望書の提出

■自治会
・関係人の属する自治会

地域内合意

意向調査

市民ニーズを踏まえて、当面は全市域を対象とした住所変更は行
わず、要望があったときに対応する。住所表記の変更の効果等を
踏まえて、方針を見直していく。

相談

新町名

・関係人 ・不動産所有者

要望者との事前協議

要望書の確認

議会への議案提出、変更の告示、施行

意見聴取、実施の可否決定

※開発事業者による住所表記の変更要件は別に定める

負担

実施手法 市及び関係人 市 関係人

合筆等の土地整
理時の支障

システム改修・
説明会費用等

街区表示板等の
維持管理費

各機関での住所
変更手続き

新築・増改築時
の届出

住居表示 なし ● ● ● ●

町界町名変更 ● ● なし ● なし

■対象外地域
・対象区域外の区域
・土地区画整理地内等
・山林
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